
マイナポータル
利用申込方法に
ついてはこちら

令和６年１２月２日に「健康保険証」は廃止され、
「マイナ保険証」に一本化されます

マイナンバーカードを健康保険証として
利用することでどんなメリットがあるの？（マイナ保険証）

マイナンバーカードを健康保険証として登録するには事前の申込みが必要です。

　国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和６
年１２月2日（月）に廃止され、それ以降の新しい紙の保険証は交付されなくなります。ただし、改正法の経
過措置により、廃止時点で発行済の保険証は、１２月2日以降も保険証に記載の有効期限まで使用すること
ができます。
　令和６年１２月2日以降は、「マイナ保険証」をお持ちでない方などには、申請することなく、これまでの
保険証に代わる「資格確認書」が交付され、医療機関を受診される場合は、「資格確認書」を提示することで、
これまでどおりの医療を受けることができます。

◉医療機関・薬局の受付にある、顔認証付きカードリーダーから
◉「マイナポータル」から　◉セブン銀行ATMから

マイナンバーカード
の申請はこちら

【制度について】　保健福祉課　保険医療グループ　☎35－2111(内線173)
【マイナンバーカードについて】　町民税務課　住民グループ　☎35－2111(内線122)
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　県や県内の市町村、商工会などで構成される「やまがたハッピーサポートセンター」では、1対1の出会
いの機会を提供するマッチングシステム「A

アイ
iナビやまがた」を提供しています。ご自身のスマホからお相手

を探し、お見合いを申し込むこともできます。詳細は下記二次元コードから、HPをご確認ください。

大石田町ではAiナビやまがたの入会登録料を全額補助しています！！

◆利用条件／県内で結婚を希望する２0歳以上の独身の方
◆登 録 料／1万円（2年間有効）
◆登録に必要な書類／
　・写真付き身分証明書（マイナンバーカード、
　　運転免許証など(コピー不可)）
　・健康保険証（コピー不可）
　・戸籍抄本または独身証明書（本籍地のある市町村役場で発行）
　・直近の所得を確認できる書類（所得証明書または源泉徴収票）
　・プロフィール写真
◆利用の流れ／①仮登録⇒②本登録⇒③お相手探し⇒④お見合い⇒
　　　　　　　⑤プレ交際～本格交際⇒⑥ご結婚
■Aiナビやまがたについてのお問い合わせは下記まで
　やまがたハッピーサポートセンター　☎023－615－1972

　大石田町では「Ａiナビやまがた」の登録料を全額補助しています。補助金の申請については、下記まで
お問い合わせください。

◆対　象　①～③の全てに該当する方
　①大石田町に住所を有していること。　②町税の滞納がないこと。
　③�Aiナビやまがた入会登録料に関して他の公的制度による
　　補助等を受けていないこと。
◆提出書類
　①大石田町Aiナビやまがた登録補助金交付申請書兼実績報告書
　②�登録料の領収書の写しまたは支払先と支払金額を確認できる通帳などの写し
　③その他町長が必要と認める書類
■Aiナビやまがた登録補助金のお問い合わせは下記まで
　まちづくり推進課　政策推進グループ　☎35－2111(内線224)　Mail:seisaku@town.oishida.yamagata.jp

AIを活用して理想の相手を探してみませんか？

HAPPY WEDDING

結婚活動を応援します！
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